
別添１

必要⼾数調書

№
所管省庁
コード

省庁名 官署番号 官署名 官署所在地 必要⼾数希望地
①必要⼾数計
（②−③）＋④

②宿舎⼊居者数に基づく必要⼾数
（居住実態）

③宿舎⼊居者数に基づく必要⼾数
（居住実態）のうち、他の市区町村の必
要⼾数に計上するため②から差し引くも

の（❷）

④宿舎未⼊居者の必要⼾数
（❶＋➋＋❸）×❹＋❺

❶直近1年間の転勤時、宿舎を希望したが
宿舎に⼊居しなかった職員数のうち、必

要⼾数に計上するもの

❷直近1年間の転勤時に宿舎に⼊居した職
員で、現在宿舎に⼊居している職員数の
うち、他の市区町村の必要⼾数に計上す

るもの

❸直近1年間の転勤時に宿舎に⼊居した職
員で、現在宿舎から退去済みの職員数の

うち、必要⼾数に計上するもの
「未⼊居・退去等の理由」の選択項⽬ ❹平均貸与期間 ❺その他本省庁3時間BCP職員

都道府県
コード

都道府県
名

市区町村
コード

市区町村
名

市区町村
以下

都道府県
及び市区
町村名

市区町村
コード

都道府県
及び市区
町村名

計 独⾝者⽤
単⾝赴任
者⽤

世帯者⽤ 計 独⾝者⽤
単⾝赴任
者⽤

世帯者⽤ 計 独⾝者⽤
単⾝赴任
者⽤

世帯者⽤ 計 独⾝者⽤
単⾝赴任
者⽤

世帯者⽤ 計 独⾝者⽤
単⾝赴任
者⽤

世帯者⽤ 計 独⾝者⽤
単⾝赴任
者⽤

世帯者⽤ 計 独⾝者⽤
単⾝赴任
者⽤

世帯者⽤

１官署か
ら遠い
（⽚道6 0
分未満）

２官署か
ら遠い
（⽚道6 0
分以上）

３官署か
ら遠い
（⽚道7 5
分以上）

４官署か
ら遠い
（⽚道9 0
分以上）

５宿舎が
古い等の
設備への
不満

６世帯⽤
宿舎のた
め（単・
独⾝者）

７寮やﾙｰ
ﾑｼｪｱﾀｲﾌﾟ
のため

８宿舎の
提⽰がな
かったた
め

９その他
（⽣活が
不便な
ど）

独⾝者⽤
単⾝赴任
者⽤

世帯者⽤ 計 独⾝者⽤
単⾝赴任
者⽤

世帯者⽤

（注）１．「④宿舎未⼊居者の必要⼾数」は官署所在地に計上。

 ２．「①必要⼾数計」は、別途作成する「需給状況⼀覧表」において近隣市区町村との⼊替調整を⾏う前の数値であることに留意。
   ３．「②宿舎⼊居者数に基づく必要⼾数（居住実態）」は、⼊居者に貸与している規格ではなく、実際に居住している⼊居者の独⾝・単⾝・世帯の別に計上。
   ４．「③宿舎⼊居者数に基づく必要⼾数（居住実態）のうち、他の市区町村の必要⼾数に計上するため②から差し引くもの（❷）」は、現在宿舎に居住しているが、遠⽅の宿舎である等の事情により、居住実態に基づく必要⼾数としてではなく、宿舎未⼊居者の必要⼾数として他の市区町村に振替えて計上する⼾数
   ５．「❷直近1年間の転勤時に宿舎に⼊居した職員で、現在宿舎に⼊居している職員数のうち、他の市区町村の必要⼾数に計上するもの」は、現在宿舎に居住しているが、遠⽅の宿舎である等の事情により、居住実態に基づく必要⼾数としてではなく、宿舎未⼊居者の必要⼾数として他の市区町村に振替えて計上する⼾数



別添２

需給状況一覧表

担当
財務局
コード

都道府県
コード

都道府県
名

必要戸数希望地
（市区町村コード）

市区町村名

必要戸数に対する
設置戸数の過不足

（ミスマッチ）計
（②−①）

独身者用
単身赴任

者用
世帯者用 乖離率 需給判定

①必要戸数計
（❶＋➋）

独身者
用

単身赴
任者用

世帯者
用

必要戸数調書に記
載の必要戸数計

（入替前）

独身者
用

単身赴
任者用

世帯者
用

入替を行う必要戸数
計

独身者
用

単身赴
任者用

世帯者
用

備考
❶入替後の必要戸

数
独身者

用
単身赴
任者用

世帯者
用

❷明渡猶予中の戸
数計

独身者
用

単身赴
任者用

世帯者
用

②設置戸数計>
❸−❹−❺−❻

独身者
用

単身赴
任者用

世帯者
用

❸貸与状況調査に
基づく設置戸数計

独身者
用

単身赴
任者用

世帯者
用

❹入居制限中の戸
数計

独身者
用

単身赴
任者用

世帯者
用

❺管理人室の戸数
計

独身者
用

単身赴
任者用

世帯者
用

❻改修留保宿舎の
戸数計

独身者
用

単身赴
任者用

世帯者
用

（注）１．「必要戸数計」には最新の貸与状況調査において明渡猶予中の戸数を含む。
　　　２．「設置戸数計」には最新の貸与状況調査において入居制限中・管理人室の戸数、及び改修留保宿舎の戸数を含まない。
　　　３．「必要戸数調書に記載の必要戸数計(入替前） 」は、別途作成する「必要戸数調書」における市区町村ごとの「①必要戸数計」に記載の数値の合計と一致する。



別添３

宿舎入居者の平均居住年数一覧表
地域 全体 独身者用 単身赴任者用 世帯者用

（注）直近10年間に国家公務員宿舎（在外宿舎除く）から退去した職員が、当該宿舎に入居してから退去するまでの平均期間を集計。



宿舎選定判別表（前年度判定） 別添４-１

担当財務局
コード

都道府県
コード

都道府県名 市区町村
コード

市区町村名 所管省庁
コード

所管省庁名 送付先 維持管理機関
コード

維持管理機関
名

宿舎コード 棟コード 宿舎名 建築年月日 国設宿舎・借
受宿舎の別

設置計>

a 独 >b 単 >b >b >c >d >e

前年度判定

設置計 a設置 独b設置 単b設置 b設置 c設置 d設置 e設置 設置計 a設置 独b設置 単b設置 b設置 c設置 d設置 e設置

削減計画 備考欄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前年度改修留保宿舎設置戸数前年度継続使用宿舎設置戸数



宿舎選定判別表（財務局意見） 別添４-２

財務局選定継続使用宿舎設置戸数 財務局選定改修留保宿舎設置戸数

担当財務局 都道府県 都道府県名 市区町村
コード コード コード

市区町村名 所管省庁 所管省庁名
コード

送付先 維持管理機関 維持管理機関 宿舎コード 棟コード
コード 名

宿舎名 建築年月日 国設宿舎・借 設置計>
受宿舎の別

a 独 >b 単 >b >b >c >d >e

前年度判定 財務局選定案

設置計 a設置 独>b設置 単>b設置 b設置 c設置 d設置 e設置 設置計 a設置 独>b設置 単>b設置 b設置 c設置 d設置 e設置 選定理由 その他の理由
前年度判定からの変

更有無

備考欄



宿舎選定判別表（各省各庁との協議を踏まえた財務局意見） 別添４-３

各省各庁主張継続使用宿舎設置戸数 各省各庁主張改修留保宿舎設置戸数 財務局選定継続使用宿舎設置戸数 財務局選定改修留保宿舎設置戸数

担当財務局
コード

都道府県
コード

都道府県名 市区町村
コード

市区町村名 所管省庁
コード

所管省庁名 送付先 維持管理機関
コード

維持管理機関
名

宿舎コード 棟コード 宿舎名 建築年月日 国設宿舎・借
受宿舎の別

設置計 前年度判定 各省各庁主張 本省間協議の要否 備考欄>

a

各省各庁との協
選定案独b 単b >b >c >d >e 設置計 a設置 独b設置 単b設置 b設置 c設置 d設置 e設置 設置計 a設置 独b設置 単b設置 b設置 c設置 d設置 e設置 選定理由 その他の理由 議結果を踏まえ 設置計 a設置 独b設置 単b設置 b設置 c設置 d設置 e設置 設置計 a設置 独b設置 単b設置 b設置 c設置 d設置 e設置 選定理由 その他の理由

た財務局選定案



宿舎選定判別表（最終判定） 別添４-４

継続使用宿舎設置戸数 改修留保宿舎設置戸数

担当財務局 都道府県 都道府県名 市区町村 市区町村名 所管省庁 所管省庁名 送付先 維持管理機関 維持管理機関 宿舎コード 棟コード 宿舎名 建築年月日 国設宿舎・借 設置計 本省最終判定 削減計画 備考欄
コード コード コード コード コード 名 受宿舎の別>

a 独b 単b >b >c >d >e 設置計 a設置 独b設置 単b設置 b設置 c設置 d設置 e設置 設置計 a設置 独b設置 単b設置 b設置 c設置 d設置 e設置
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